
○
内
閣
府
令
第
三
十
九
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年

法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
五
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
猟
銃
用
火
薬
類
等
の
譲

渡
、
譲
受
け
、
輸
入
及
び
消
費
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
一
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

猟
銃
用
火
薬
類
等
の
譲
渡
、
譲
受
け
、
輸
入
及
び
消
費
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

猟
銃
用
火
薬
類
等
の
譲
渡
、
譲
受
け
、
輸
入
及
び
消
費
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
一
年
総
理
府
令
第
四
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
無
許
可
譲
受
数
量
）

（
無
許
可
譲
受
数
量
）

第
四
条

法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
無
許
可
で
譲
り
受
け
る
こ
と

第
四
条

法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
無
許
可
で
譲
り
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
猟
銃
用
火
薬
類
等
の
数
量
は
、
登
録
若
し
く
は
鳥
獣
を
捕
獲
す
る
こ
と

が
で
き
る
猟
銃
用
火
薬
類
等
の
数
量
は
、
登
録
又
は
鳥
獣
を
捕
獲
す
る
こ
と
の
許

の
許
可
の
有
効
期
間
（
当
該
許
可
を
受
け
た
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
従

可
（
許
可
を
受
け
た
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
従
事
者
証
）
の
有
効
期
間

事
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
有
効
期
間
）
又
は
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩

に
つ
き
、
無
煙
火
薬
若
し
く
は
黒
色
猟
用
火
薬
合
計
六
百
グ
ラ
ム
以
下
、
銃
用
雷

猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
指
定
管
理

管
三
百
個
（
こ
の
う
ち
ラ
イ
フ
ル
銃
用
雷
管
に
つ
い
て
は
五
十
個
）
以
下
又
は
実

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
実
施
期
間
（
当
該
事
業
を
実
施
す
る
都
道
府
県
等
が
法
人
の

包
三
百
個
（
こ
の
う
ち
ラ
イ
フ
ル
銃
用
実
包
に
つ
い
て
は
五
十
個
）
以
下
と
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
従
事
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る

。

実
施
期
間
）
に
つ
き
、
無
煙
火
薬
若
し
く
は
黒
色
猟
用
火
薬
合
計
六
百
グ
ラ
ム
以

下
、
銃
用
雷
管
三
百
個
（
こ
の
う
ち
ラ
イ
フ
ル
銃
用
雷
管
に
つ
い
て
は
五
十
個
）

以
下
又
は
実
包
三
百
個
（
こ
の
う
ち
ラ
イ
フ
ル
銃
用
実
包
に
つ
い
て
は
五
十
個
）

以
下
と
す
る
。



附

則

こ
の
府
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


